
 

三木町教育委員会告示第26号 

 

池戸商工センター管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和７年12月18日 

三木町教育長   間嶋 浩         

 

三木町教育委員会規則第８号 

 

池戸商工センター管理規則の一部を改正する規則 

 

 池戸商工センター管理規則（平成28年三木町教育委員会規則第４号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第１項中 

「午後10時」を「午後９時」に改める。 

  

附 則 

この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 


